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はじめに 

我が国では、地形・気象などの厳しい自然条件に加え、国土面積の 10%を占めるにすぎない沖

積平野の想定はん濫区域に総人口の約 50％、資産の約 75％が集中している。さらに、近年におけ

る核家族化の進行や都市域における人口の社会増は、浸水しやすい地域にも過去に浸水経験のな

い新たな居住者を増やすことになっており、水害を経験している住民も時間の経過とともにその

記憶が薄れ、水害についての認識が希薄になっていく傾向にある。 

このため、大洪水時に万一破堤すれば多くの人命、財産が失われるばかりでなく、社会的にも

経済的にも想像を絶する大きな混乱が生じる恐れが高まっている。近年では、集中豪雨による水

害が頻発しており、広域にわたる都市域の浸水や地下空間の浸水など甚大な被害を引き起こすこ

とも少なくない。 

このような水害を緩和するためには、堤防等の治水施設の整備によるハード対策の推進を第一

義的に考えつつも、一方で、堤防は施設能力を超える洪水により破堤に至る危険性を内在してい

ることから、災害情報の伝達体制や避難誘導体制の充実、住民の防災意識の高揚等によるソフト

面での対策を行うことも重要と考えられる。 

このため、昭和 55 年から実施された総合治水対策の中で、浸水実績が公表され、その後、平成

３年には、河川審議会より、危機発生時の被害を最小限にくい止めるよう、洪水、高潮、津波、

土石流、火山噴火等の災害に対する知識の啓発等のソフト面の対策を推進する必要がある旨の答

申「今後の河川整備はいかにあるべきか」がなされた。この答申を受け、平成５年から６年にか

け、全国の主要河川について、洪水氾濫シミュレーションに基づく洪水氾濫危険区域図の公表が

行われた。 

このような洪水の危険性を示す取り組みを進めるにつれ、浸水被害の軽減対策を求める声が高

まり、こうした機運を背景に、平成６年に「洪水ハザードマップ作成の推進」及び「洪水ハザー

ドマップ作成要領」（建設省河川局治水課長）を通知し、市町村に対し洪水ハザードマップの作成

を促すとともに、各地方整備局及び都道府県の支援のもと市町村において洪水ハザードマップの

作成を進めてきた。 

さらに、平成 12 年の東海豪雨後の同年 12 月に、河川審議会より、洪水ハザードマップは水災

防止上極めて有効な施策と位置付け、洪水ハザードマップの積極的な作成及び公表が必要である

旨の答申「今後の水災防止のあり方について」がなされた。この答申に基づいて、平成 13 年６月

に水防法が一部改正され、浸水想定区域制度が創設された。この改正で、都道府県管理河川にも

洪水予報河川の指定を拡大し、洪水予報河川を対象に、浸水想定区域の指定・公表を義務づける

とともに浸水想定区域ごとに洪水予報等の伝達手段や避難場所など円滑かつ迅速な避難のための

措置を市町村地域防災計画に定め、これらの住民への周知に努めることとしており、住民への周

知手段として洪水ハザードマップが位置付けられるようになった。この、水防法の一部改正にと

もない「洪水ハザードマップ作成要領」も改正され、平成 15 年度末には全国で 301 市町村で洪水

ハザードマップが作成・公表されているが、必ずしも十分とは言えない状況にある。 
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その後、平成 16 年に発生した全国各地での一連の豪雨災害で明らかとなった課題を踏まえ、地

域の水災防止力の向上を図るため水防法の一部を改正することとなり、平成１７年５月２日に公

布され７月１日より施行されることとなった。この水防法改正により、的確な判断・行動を実現

するための防災情報の充実を図るため、浸水想定区域を指定する河川を、洪水予報を行っている

大河川のみならず、主要な中小河川にも拡大するとともに、洪水予報等の伝達方法や避難場所な

どについて、これらを記載した洪水ハザードマップ等による住民への周知を市町村に義務づけた。

このため、洪水ハザードマップの作成がこれまで以上に重要となった。 

今回の水防法の一部改正にともない、具体的な洪水ハザードマップ作成の技術的参考資料とし

て「洪水ハザードマップ作成の手引き」をとりまとめたので、本手引きを、浸水の可能性のある

全ての市町村において、洪水ハザードマップの円滑な作成・公表のための参考とされたい。 

 

平成１７年６月 国土交通省 河川局 治水課長 
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第 1 目的 

この要領は、洪水時の破堤等による浸水情報と避難方法等に係る情報を、住民にわかりやす

く提供することを目的とした「洪水ハザードマップ」の作成に関し、基本的事項を定めること

により、地域の特性に応じたソフト面での治水対策を推進し、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、

以下「法」という。）の規定による浸水想定区域制度の円滑な運用に資するとともに、洪水によ

る被害を最小限にとどめることを目的とする。 

 

 

 

第 2 定義 

この要領において「洪水ハザードマップ」とは、破堤、はん濫等の浸水情報および避難に関

する情報を住民にわかりやすく提供することにより人的被害を防ぐことを主な目的として作成

され、以下の条件を満たすものをいう。 

①．浸水想定区域が記載されている。 

②．避難情報が記載されている。 

③．市町村長（特別区を含む。以下同じ。）が作成主体となっている。 

 

 

 

第 3 本要領の適用範囲 

本要領は、河川の堤防の破堤等により、浸水被害が発生するおそれのある市町村において、

洪水ハザードマップを作成する場合に適用する。 

 

 

. 

第 4 洪水ハザードマップの作成 

（１）市町村長は、浸水想定区域図を基本資料として、国及び都道府県の協力を得ながら、洪

水ハザードマップを作成するものとする。 

（２）市町村長が洪水ハザードマップを作成する場合には、国及び都道府県は積極的に支援す

るものとする。 
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第 5 記載項目 

洪水ハザードマップの記載事項は、全ての洪水ハザードマップに原則として記載すること

が必要な共通項目と、地域の状況に応じて記載するかどうか判断すべき地域項目に分けられ

る。 

（1）共通項目 

共通項目とは、浸水情報と避難情報として洪水ハザードマップにとって必要最小限の記

載項目をいう。 

• 浸水想定区域と被害の形態 

• 避難場所 

• 避難時危険箇所 

• 洪水予報等、避難情報の伝達方法 

• 気象情報等の在りか 

避難場所の記載にあたっての考え方は第 6を参考として検討する。 

（2）地域項目 

地域項目は、地域の特性に応じて避難時に活用できる情報や、平常時に住民が水害に関

する意識を高めるために役立つ項目をいい、記載項目については、作成主体である市町村

長が記載するかどうかを判断する。 

• 避難活用情報 

・浸水想定区域以外の浸水情報 

・避難の必要な区域 

・河川のはん濫特性 

・避難時の心得 

・避難勧告等に関する事項 

・地下街等に関する情報 

・特に防災上の配慮を要する者が利用する施設の情報 

・その他 

• 災害学習情報 

・水害の発生メカニズム、地形とはん濫形態 

・洪水の危険性、被害の内容、既往洪水の情報 

・気象情報に関する事項 

・水害に備えた心構え 

・その他 
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第 6 避難場所の記載についての考え方 

避難場所の記載にあたっては、浸水想定区域や土砂災害危険区域等の情報から浸水や土砂災

害、高潮等に対する適用性や一時的な避難場所等について検討する。 

 

 

第 7 広域的避難計画 

浸水が予想される区域が広範囲に及ぶ等、市町村界を越えて広域的な住民の避難を必要とす

る場合は、広域的な避難計画を前提とした洪水ハザードマップ（広域洪水ハザードマップ）の

作成を検討するものとする。 

 

 

第 8 住民等からの意見の反映 

市町村長は、洪水ハザードマップの作成にあたり、住民等の意見が反映されるよう努めるも

のとする。 

 

 

第 9 市町村地域防災計画との整合 

市町村長は、洪水ハザードマップと市町村地域防災計画の整合を図るものとする。 

 

 

第 10 記載内容の更新 

市町村長は、浸水想定区域の指定やその他記載内容の変更状況等を考慮して、洪水ハザード

マップの見直しを行うものとする。 

 

 

第 11 住民への普及 

市町村長は、作成した洪水ハザードマップが有効に活用されるよう住民に対し速やかに公

表・配布し、その普及に努めるものとする。 
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本書の構成 
 

本書は、平成１７年の水防法改正に伴い国土交通省河川局治水課より通知された「洪水ハザー

ドマップ作成要領」を具体的に解説し、市町村が洪水ハザードマップを円滑にそして効果的に作

成できることを目的としている。 

洪水ハザードマップは、洪水時の人的被害を防ぐことを主な目的として作成するため、住民に

わかりやすく浸水の情報および避難に関する情報を提供することが重要であり、洪水時の危険性

と避難に関する最小限の情報を「洪水ハザードマップ作成要領」では、「共通項目」として位置付

けている。 

また、地域の自然特性や社会特性に応じた情報の記載も考えられることから、これらの情報を

「地域項目」として位置付けている。 

これらを踏まえ、まず第１編では、作成の手順を踏みながら「共通項目」を網羅した洪水ハザ

ードマップの作成について解説を述べている。 

第２編では、さらに地域の特性を考える上で重要となる「地域項目」について解説を述べてい

る。 

第３編では、作成した洪水ハザードマップを如何にして効果的に住民に周知し、活用してもら

うかについて解説を述べている。 
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